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(57)【要約】
【課題】高温熱源や低温熱源を外部に必要としない、従
来の構成とは全く異なる構成の熱電変換素子を提供する
ことである。
【解決手段】本発明の熱電変換素子１０は、熱電変換膜
１と、熱電変換膜の一部の内部に配設された導電性ナノ
構造体２と、を備えている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱電変換膜と、
　前記熱電変換膜の一部の内部又は表面に配設された導電性ナノ構造体と、を備えた熱電
変換素子。
【請求項２】
　所定の間隔で離間して配置し、前記熱電変換膜で発生した熱を電流又は電圧として取り
出すための一対の電極を備え、
　前記導電性ナノ構造体が前記一対の電極のうちの一方の電極側寄りに配設されている、
請求項１に記載の熱電変換素子。　
【請求項３】
　熱電変換膜と、
　熱電変換膜を挟むように、前記熱電変換膜の第１面及び第２面のそれぞれに設けられ、
前記熱電変換膜で発生した熱を電流又は電圧として取り出すための一対の電極と、
　前記熱電変換膜の第１面側に配設された導電性ナノ構造体と、を備えた熱電変換素子。
【請求項４】
　熱電変換材と、
　前記熱電変換材を挟むように、前記熱電変換材の第１端面及び第２端面のそれぞれに設
けられ、前記熱電変換材で発生した熱を電流又は電圧として取り出すための一対の電極と
、
　前記熱電変換材の第１端面側に配設された導電性ナノ構造体と、を備えた熱電変換素子
。
【請求項５】
　熱電変換膜と、
　前記熱電変換膜の一部の内部又は表面に配設された導電性ナノ構造体と、
前記導電性ナノ構造体と共に、前記熱電変換膜を挟み込むように配置する金属薄膜と、か
らなる完全吸収メタマテリアル構造を備えた熱電変換素子。
【請求項６】
　前記導電性ナノ構造体が複数備えられている、請求項１～５のいずれか一項に記載の熱
電変換素子。
【請求項７】
　複数の導電性ナノ構造体が同じプラズモン共鳴波長を示すものからなる、請求項６に記
載の熱電変換素子。
【請求項８】
　複数の導電性ナノ構造体に異なるプラズモン共鳴波長を示すものが含まれている、請求
項６に記載の熱電変換素子。
【請求項９】
　前記複数の導電性ナノ構造体がランダムに配置されている、請求項１～８のいずれか一
項に記載の熱電変換素子。
【請求項１０】
　前記複数の導電性ナノ構造体が規則的に配置されている、請求項１～８のいずれか一項
に記載の熱電変換素子。
【請求項１１】
　前記導電性ナノ構造体が異方的形状を有する、請求項１～１０のいずれか一項に記載の
熱電変換素子。
【請求項１２】
　前記熱電変換膜が有機材料からなる、請求項１～１１のいずれか一項に記載の熱電変換
素子。
【請求項１３】
　前記熱電変換膜が無機材料からなる、請求項１～１１のいずれか一項に記載の熱電変換
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素子。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の熱電変換素子を備えた光検出器。
【請求項１５】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の熱電変換素子を備えた画像素子。
【請求項１６】
　請求項１～１３のいずれか一項に記載の熱電変換素子を備えた光熱電変換素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱電変換素子、光検出器、画像素子及び光熱電変換素子に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　ゼーベック効果を利用した熱電変換素子は、熱電変換材料の両端に温度差を与えること
で電圧を発生させる。単体の熱電変換材料だけでは小さな電圧が発生するだけであるため
、汎用的な電圧を得るために、熱電変換素子は通常、Ｐ型熱電半導体とＮ型熱電半導体を
交互に並べて、両半導体の一端を高温部に接続し、他端を低温部に接続した形の熱電変換
モジュールとして用いられる。また、実際の使用に際しては、高温部及び／又は低温部に
高温熱源あるいは低温熱源からの熱を受けて用いられる。
【０００３】
　一方、光熱変換素子として、金属ナノ粒子における光の表面プラズモン共鳴吸収によっ
て熱が発生する現象を利用するものが提案されている（例えば、特許文献１）。特許文献
１には、さらに、光熱変換素子において光の表面プラズモン共鳴吸収によって発生した熱
を、熱電変換素子の高温部に伝達し、熱電変換素子においてその熱を電気に変換する、光
熱発電装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２５４９４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に開示されている光熱発電装置は、金属ナノ粒子を使って光エネルギーを熱
エネルギーに変換する光熱変換素子と、さらに、光熱変換素子で発生した熱エネルギーの
伝達を受けて電気エネルギーに変換する熱電変換素子（特許文献１においては「熱電変換
部」と記載）とを別体として備えた装置である。この光熱発電装置において、熱電変換素
子に着目すると、光熱変換素子が高温熱源に相当する。従って、この熱電変換素子が、高
温部及び／又は低温部に高温熱源あるいは低温熱源からの熱を受けて用いられる点は従来
の構成と同様である。
【０００６】
　このような従来構成の熱電変換素子に対して、本発明者は鋭意研究の結果、高温部や低
温部が熱を受ける高温熱源あるいは低温熱源を備えない、従来の構成とは全く異なる構成
の熱電変換素子に想到した。すなわち、本発明の熱電変換素子は、熱電変換膜自体にその
一部に外部光を吸収して局所的に発熱する要素が備えられ、高温部を作り出せる（その結
果として、それ以外の部分が低温部になる）熱電変換素子である。
【０００７】
　本発明は、高温熱源や低温熱源を外部に必要としない、従来の構成とは全く異なる構成
の熱電変換素子並びに、それを備えた光検出器、画像素子及び光熱電変換素子を提供する
ことを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記課題を解決するため、以下の手段を提供する。
【０００９】
（１）本発明の第１の態様に係る熱電変換素子は、熱電変換膜と、前記熱電変換膜の一部
の内部又は表面に配設された金属ナノ構造体と、を備えている。
【００１０】
（２）上記態様において、所定の間隔で離間して配置し、前記熱電変換膜で発生した熱を
電流又は電圧として取り出すための一対の電極を備え、前記導電性ナノ構造体が前記一対
の電極のうちの一方の電極寄りに配設されている。
【００１１】
（３）本発明の第２の態様に係る熱電変換素子は、熱電変換膜と、熱電変換膜を挟むよう
に、前記熱電変換膜の第１面及び第２面のそれぞれに設けられ、前記熱電変換膜で発生し
た熱を電流又は電圧として取り出すための一対の電極と、前記熱電変換膜の第１面側に配
設された導電性ナノ構造体と、を備えている。
【００１２】
（４）本発明の第３の態様に係る熱電変換素子は、熱電変換材と、前記熱電変換材を挟む
ように、前記熱電変換材の第１端面及び第２端面のそれぞれに設けられ、前記熱電変換材
で発生した熱を電流又は電圧として取り出すための一対の電極と、前記熱電変換材の第１
端面側に配設された導電性ナノ構造体と、を備えている。
【００１３】
（５）本発明の第４の態様に係る熱電変換素子は、熱電変換膜と、前記熱電変換膜の一部
の内部又は表面に配設された導電性ナノ構造体と、前記導電性ナノ構造体と共に、前記熱
電変換膜を挟み込むように配置する金属薄膜と、からなる完全吸収メタマテリアル構造を
備えている。
【００１４】
（６）上記態様において、前記金属ナノ構造体が複数備えられてもよい。
【００１５】
（７）上記態様において、複数の金属ナノ構造体が同じプラズモン共鳴波長を示すものか
らなってもよい。
【００１６】
（８）上記態様において、複数の金属ナノ構造体に異なるプラズモン共鳴波長を示すもの
が含まれていてもよい。
【００１７】
（９）上記態様において、前記複数の金属ナノ構造体がランダムに配置されていてもよい
。
【００１８】
（１０）上記態様において、前記複数の金属ナノ構造体が規則的に配置されていてもよい
。
【００１９】
（１１）上記態様において、前記金属ナノ構造体が異方的形状を有してもよい。
【００２０】
（１２）上記態様において、前記熱電変換膜が有機材料からなってもよい。
【００２１】
（１３）上記態様において、前記熱電変換膜が無機材料からなってもよい。
【００２２】
（１４）本発明の第５の態様に係る光検出器は、本発明の熱電変換素子を備えている。
【００２３】
（１５）本発明の第６の態様に係る画像素子は、本発明の熱電変換素子を備えている。
【００２４】
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（１６）本発明の第７の態様に係る光熱電変換素子は、本発明の熱電変換素子を備えてい
る。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明の熱電変換素子によれば、高温熱源や低温熱源を外部に必要としない、従来の構
成とは全く異なる構成の熱電変換素子を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の一実施形態にかかる熱電変換素子を模式的に示した斜視図である。
【図２】導電性ナノ構造体の形状を例示する模式図である。
【図３】本発明の他の実施形態にかかる熱電変換素子を模式的に示した斜視図であり、（
ａ）第１の例であり、（ｂ）第２の例である。
【図４】本発明の他の実施形態にかかる熱電変換素子を模式的に示した斜視図であり、（
ａ）第１の例であり、（ｂ）第２の例である。
【図５】本発明の他の実施形態にかかる熱電変換素子を模式的に示した斜視図であり、（
ａ）第１の例であり、（ｂ）第２の例である。
【図６】本発明の他の実施形態にかかる熱電変換素子を模式的に示した斜視図であり、（
ａ）第１の例であり、（ｂ）第２の例であり、（ｃ）第３の例である。
【図７】本発明の他の実施形態にかかる熱電変換素子を模式的に示した斜視図であり、（
ａ）第１の例であり、（ｂ）第２の例である。
【図８】本発明の他の実施形態にかかる熱電変換素子を模式的に示した斜視図であり、（
ａ）第１の例であり、（ｂ）第２の例であり、（ｃ）第３の例である。
【図９】本発明の他の実施形態にかかる熱電変換素子を模式的に示した斜視図であり、（
ａ）第１の例であり、（ｂ）第２の例である。
【図１０】本発明の他の実施形態にかかる熱電変換素子を模式的に示した平面図である。
【図１１】本発明の他の実施形態にかかる熱電変換素子を模式的に示した断面図である。
【図１２】メタマテリアル完全吸収構造を一端に有する本発明の熱電変換素子の概念図で
ある。
【図１３】（ａ）は、基板上に金属平板電極、熱電変換膜、金属ナノ構造体を順に形成し
た構成であり、基板のメタマテリアル完全吸収構造を形成した側から光照射を行った場合
を示す断面模式図であり、（ｂ）は、基板上に金属ナノ構造体、熱電変換膜、金属平板電
極を順に形成した構成であり、基板の下方から光照射を行った場合を示す断面模式図であ
る。
【図１４】熱電変換素子サンプルを模式的に示した斜視図である。
【図１５】実施例１の熱電変換素子サンプルについて、（ａ）は短軸偏光の単色光照射下
で発生した電流値の測定結果を示すグラフであり、（ｂ）は長軸偏光の単色光照射下で発
生した電流値の測定結果を示すグラフである。
【図１６】実施例２の熱電変換素子サンプルについて、（ａ）は、短軸偏光の単色光照射
下における外部量子効率の波長依存性を示すグラフであり、（ｂ）は、長軸偏光の単色光
照射下外部量子効率の波長依存性を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　以下、本実施形態について、図を適宜参照しながら詳細に説明する。以下の説明で用い
る図面は、本発明の特徴をわかりやすくするために便宜上特徴となる部分を拡大して示し
ている場合があり、各構成要素の寸法比率などは実際とは異なっていることがある。以下
の説明において例示される材料、寸法等は一例であって、本発明はそれらに限定されるも
のではなく、本発明の効果を奏する範囲で適宜変更して実施することが可能である。
【００２８】
（熱電変換素子）
　図１は、本発明の一実施形態にかかる熱電変換素子１０を模式的に示した斜視図である



(6) JP 2019-192904 A 2019.10.31

10

20

30

40

50

。
　熱電変換素子１０は、熱電変換膜１と、熱電変換膜の一部の内部に配設された導電性ナ
ノ構造体２と、を備えている。
　図１に示した熱電変換素子１０では、基板５を図示したが、本発明の熱電変換素子にお
いて、基板は必須ではなく、また、本発明の熱電変換素子を他の装置に備えて用いてもよ
い。
　本発明の熱電変換素子では、熱電変換膜の一部に備える導電性ナノ構造体における光の
プラズモン共鳴吸収によって発生する熱を利用して、熱電変換素子の両端部間に温度差を
作りだし、ゼーベック効果によって熱電変換素子の両端部間に起電力を生ぜしめる。
　本発明の熱電変換素子は、導電性ナノ構造体のプラズモン共鳴時に発生する局所熱を動
力源として機能する熱電変換素子である。
　本発明の熱電変換素子は、実際の使用の際に、従来の熱電変換素子あるいは熱電変換モ
ジュールが備えている高温部や低温部、高温熱源や低温熱源を必要としない。
　本発明の熱電変換素子は、熱電変換膜で発生した電流又は電圧は、所定の間隔で離間し
て配置する一対の電極によって取り出すことができる。一対の電極の具体的な配置例につ
いては後述する。
【００２９】
　図１に示す熱電変換素子１０では、導電性ナノ構造体２は熱電変換膜１の一部の内部に
配設されているが、熱電変換膜上に、すなわち、熱電変換膜の表面（一方の面）に導電性
ナノ構造体２が配設された構成としてもよい。
　導電性ナノ構造体２でプラズモン共鳴時に発生した局所熱は、導電性ナノ構造体２の四
方八方に伝搬する。従って、導電性ナノ構造体２が熱電変換膜１の表面に配設された構成
よりも、熱電変換膜１の内部に配設された構成（換言すると、熱電変換膜内に埋没された
構成）の方が、熱伝搬効率の観点から好ましい。
【００３０】
　また、導電性ナノ構造体は、熱電変換膜の「一部にだけ」設けるが、これは、熱電変換
膜中に温度差を設ける（高温部と低温部とを作る）必要があるために、熱電変換膜の全体
に設けることはできない。この「一部」として、熱電変換膜の一端部を用いてもよい。こ
の場合、その一端部が高温部となり、それ以外の部分が低温部となる。電流又は電圧を取
り出す電極は、高温部近傍と、低温部のどこかに設ければよい。例えば、熱電変換膜を一
方向に延在する形状である場合には、低温部の電極はその長手方向の「一端部」と反対側
の他端部に設けてもよい。
【００３１】
＜導電性ナノ構造体＞
　導電性ナノ構造体の材料と用いることができる材料として公知のプラズモン共鳴を示す
材料を用いることができる。
　具体的に例示すれば、金・銀・銅・白金・アルミニウムなどの金属や、酸化インジウム
錫などの金属酸化物が挙げられる。
【００３２】
　また、導電性ナノ構造体の構造と用いることができる構造として、プラズモン共鳴を示
す構造であればよいが、熱電変換膜の一部に設ける構造なので、単なる平膜は一部にだけ
設ける。
　具体的に例示すれば、図２にその一部を示すように、球、円板、楕円柱、楕円版、ロッ
ド、直方体、立方体、パッチ（薄板）、円柱、中空シリンダー、ボウタイ（蝶ネクタイ）
型、二量体・三量体・四量体・五量体等のｎ量体、星形、グレーティング、微小穴がラン
ダムまたは規則的に配列した金属薄膜、などが挙げられる。形状に異方性を有するもの例
えば、ロッドや直方体などは、偏光応答性を有する。
　これらの形状にする方法としては公知の方法を用いることができ、例えば、電子線描画
法、光露光法、真空蒸着法、スパッタ法、合成法、自己集積化法などを用いることができ
る。
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【００３３】
　図１に示す熱電変換素子１０では、導電性ナノ構造体は複数備えられているが、単体（
１つ）であっても構わない。
　本明細書において、特に記載しない限り、「導電性ナノ構造体」は、単体（１つ）の導
電性ナノ構造体の場合も、複数の導電性ナノ構造体（この場合、「導電性ナノ構造体群」
ということがある）の場合の両方を意味する。また、図１において、導電性ナノ構造体を
複数備えた構成を図示しているが、一例として示しているだけであり、本実施形態には、
導電性ナノ構造体が一つのものも含む。同様に、以下の図においても、導電性ナノ構造体
が複数示されている場合でも、実施形態には導電性ナノ構造体が一つのものも含み、同様
に、導電性ナノ構造体が一つだけ示されている場合でも、実施形態には導電性ナノ構造体
が複数のものも含む。
【００３４】
　プラズモン共鳴波長は、導電性ナノ構造体の種類、サイズ、形状、数、密度などの態様
によって決まる。従って、導電性ナノ構造体の態様を適切に制御することによって、熱電
変換素子が駆動する波長域などの特性を制御することができる。例えば、可視光、遠赤外
光など任意のプラズモン共鳴波長の導電性ナノ構造体を形成できる。
【００３５】
　本発明の熱電変換素子において、同じプラズモン共鳴波長を示す導電性ナノ構造体を複
数備えた構成とすることにより、起電力を上げることができる。例えば、単体（１つ）の
導電性ナノ構造体によって発生する局所熱によっては熱電変換素子の駆動ができない構成
の場合には、駆動させるのに十分な局所熱を発生するように、複数の同じプラズモン共鳴
波長を示す導電性ナノ構造体を備えてもよい。かかる構成をとることによって、狭帯応答
性を向上させることができる。
　あるいは、柔軟性を有するフレキシブルな熱電変換素子とするために、単体（１つ）の
導電性ナノ構造体とするとその剛直性のためにフレキシブルさが損なわれる場合には、各
導電性ナノ構造体間の離間距離を適切にした複数の導電性ナノ構造体とする構成としても
よい。
【００３６】
　本発明の熱電変換素子において、複数の導電性ナノ構造体（導電性ナノ構造体群）を備
えた構成において、異なるプラズモン共鳴波長を示す導電性ナノ構造体を含む構成として
もよい。
　この構成では、異なるプラズモン共鳴波長が比較的近い波長の場合には、広帯域応答性
が向上する。また、近くない所望波長の光を吸収するような、異なるプラズモン共鳴波長
を示す導電性ナノ構造体群を備える構成とすることによって、特定の複数の波長の光に応
答する熱電変換素子としてもよい。
　異なるプラズモン共鳴波長を示す導電性ナノ構造体の選択によって、プラズモン共鳴波
長スペクトルを任意に設計した熱電変換素子とすることができる。
【００３７】
　本発明の熱電変換素子において、導電性ナノ構造体が異方的形状を有するものを用いて
もよい。
　異方的形状として代表的な形状として、ナノロッドが挙げられる。
　ナノロッドは、所定の縦横比（アスペクト比）を有する形状である。ナノロッド形状の
導電性ナノ構造体（以下、「導電性ナノロッド構造体」ということがある）は、短軸と長
軸に由来する二つの異なるプラズモン共鳴波長を有する。すなわち、それぞれの軸方向の
自由電子振動に由来する共鳴モードを有する。導電性ナノロッド構造体を熱電変換膜に備
えた熱電変換素子では、偏光方向が短軸又は長軸のいずれかに一致する光を吸収するので
偏光応答性を有するものとなる。
　また、複数の同じ導電性ナノロッド構造体を所定の複数の配向方向に並べてパターンと
してもよい。
【００３８】
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　本発明の熱電変換素子において、複数の導電性ナノ構造体をランダムに配置してもよい
。ランダム配置の導電性ナノ構造体群は容易に形成することができる。
　「ランダムに配置」とは、後述する「規則的に配置」以外の配置を意味している。ラン
ダムに配置する方法としては、例えば、有機熱電材料溶液に複数の導電性ナノ構造体を混
ぜ合わせ、スピンコート法によって熱電変換材料を成膜する方法や、無機熱電材料をスパ
ッタ・蒸着などで成膜する際に、導電性ナノ構造体の材料を同時スパッタ・蒸着して熱電
変換膜内に導電性ナノ構造体を閉じ込めて熱電変換材料を成膜する方法が挙げられる。
【００３９】
　本発明の熱電変換素子において、複数の導電性ナノ構造体を規則的に配置してもよい。
　規則的に配置する方法としては例えば、フォトリソグラフィによる、規則的な配置のパ
ターニングが挙げられる。
　規則的配置の導電性ナノ構造体群は、その規則性（例えば、周期性）ならではの応答特
性を有する。
【００４０】
　導電性ナノ構造体のサイズについて、目安を例示するために直方体形状を例にとると、
長さとしては１～１００００ｎｍ、幅としては１～１００００ｎｍ、高さとしては１～１
００００ｎｍとすることができる。
【００４１】
　本発明の熱電変換素子において、複数の導電性ナノ構造体を備えた構成では、二個づつ
、三個づつ、四個づつ等、ｎ個づつが近接して相互作用を有する二量体、三量体、四量体
等、ｎ量体で構成された導電性ナノ構造体群とすることができる。
　ｎ量体では、熱がたまりやすいので、発生した局所熱を効率的に活用できる。
　例えば、可視光のプラズモン共鳴吸収を利用する場合、相互作用する隣接の導電性ナノ
構造体間の距離は、０ｎｍ超え、４０ｎｍにすることが好ましく、１０ｎｍ以下にするこ
とがより好ましい。また、赤外光のプラズモン共鳴吸収を利用する場合、相互作用する隣
接の導電性ナノ構造体間の距離は、１ｎｍ以上、４０ｎｍ以下にすることが好ましく、１
ｎｍ以上、２０ｎｍ以下にすることがより好ましい。
【００４２】
＜熱電変換膜＞
　熱電変換膜１の材料としては、公知の有機熱電変換材料、無機熱電変換材料を用いるこ
とができる。
　具体的には、有機熱電変換材料としては、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ（3,4-エチレンジオキシ
チオフェン：ポリ（4-スチレンスルホン酸塩））、Ｐ３ＨＴ（3-ヘキシルチオフェン）、
ポニフェニレンビニレン等の導電性ポリマーや、カーボンナノチューブなどの炭素材料な
どが挙げられる。また、無機熱電変換材料としては、金属酸化物系、テルル化合物系、シ
リコン化合物系、アンチモン化合物系などが挙げられる。
【００４３】
　熱電変換膜１の膜厚には特に制限はないが、目安を例示すれば、１０ｎｍ～１００００
ｎｍとすることができる。
【００４４】
　熱電変換膜の形成方法としては公知の方法を用いることができ、例えば、塗布、スピン
コート、ディップコート、スプレーコート、蒸着法、スパッタ法などを用いることができ
る。無機系熱電変換材料による熱電変換膜の形成では例示した方法をすべて利用すること
ができ、有機系熱電変換材料による熱電変換膜の形成では例示した方法のうち、スパッタ
法以外の方法をすべて利用することができる。
　塗布やスピンコート等のように、複数の導電性ナノ構造体を有機系熱電変換材料に混ぜ
ることができる方法の場合には、混ぜた後に塗布、スピンコートを行うことにより、熱電
変換膜の内部に導電性ナノ構造体が分散した構成とすることができる。
【００４５】
＜基板＞
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　本発明の熱電変換素子では基板は必須ではないが、本発明の熱電変換素子では基を基板
上に作製する場合、その基板としては例えば、ソーダライムガラスなどを用いることがで
きる。
　用途に応じて基板を選択できるが、全体としてフレキシブル（柔軟な）ものにしたい場
合には、フレキシブルな基板として例えば、ポリエチレンテレフタレート、シクロオレフ
ィンポリマーなどを用いることができる。逆に全体として剛性な者にしたい場合には例え
ば、サファイア基板、石英基板、シリコン基板などを用いることができる。
【００４６】
　基板を用いず、熱電変換素子を自立膜とすることができる。
　自立膜にする方法としては例えば、基板上に犠牲層を形成し、その上に熱電変換膜及び
導電性ナノ構造体（必要に応じて電極も）を形成する。ここで、犠牲層を溶解すると、熱
電変換素子が基板から剥離し、自立膜となる。
【００４７】
＜表面保護膜＞
　本発明の熱電変換素子において、導電性ナノ構造体を熱電変換膜の表面に形成した場合
には、表面保護膜を形成してもよい。表面保護膜の材料としては、プラズモン共鳴波長を
透過する材料であれば、電子デバイス等の表面保護膜として用いられている公知の材料の
ものを用いることができる。
　かかる表面保護膜は、導電性ナノ構造体を熱電変換膜の内部に埋没される構成において
、導電性ナノ構造体を形成した領域において導電性ナノ構造体が熱電変換膜から露出する
ように開口を形成して、その開口を保護するために設けてもよい。
【００４８】
　図３は、本発明の他の実施形態にかかる熱電変換素子を模式的に示した斜視図である。
上記実施形態と同じ符号を用いた部材は同じ構成を有するものであり、説明を省略するこ
とがある。また、上記実施形態と符号が異なっていても機能が同じ部材については説明を
省略する場合がある。
【００４９】
　図３（ａ）に示す熱電変換素子２０Ａは、熱電変換膜１と、熱電変換膜１の一部の表面
１Ａに配設された導電性ナノ構造体１２と、所定の間隔で離間して配置し、熱電変換膜１
で発生した電流又は電圧を取り出す一対の電極３Ａ、３Ｂ（以下、符号３Ａを第１電極、
符号３Ｂを第２電極と称する場合がある）とを備え、一対の電極３Ａ、３Ｂは熱電変換膜
１の一方の面１Ａ上に設けられ、導電性ナノ構造体１２が一対の電極３Ａ、３Ｂのうちの
一方の電極である第１電極３Ａ寄りに配置している。また、熱電変換膜１は基板５上に形
成されている。
　導電性ナノ構造体１２が配置する熱発生部と第１電極３Ａとの間の距離と、導電性ナノ
構造体１２が配置する熱発生部と第２電極３Ｂとの間の距離とが非対称になっているので
、電極間に電圧が発生または電流が流れ得る。
【００５０】
　第１電極３Ａ及び第２電極３Ｂとしては公知の電極材料のものを用いることができる。
【００５１】
　図３（ａ）に示す熱電変換素子２０Ａでは、導電性ナノ構造体１２は第１電極３Ａと第
２電極３Ｂとの間の第１電極３Ａ寄りに配置しているのに対して、図３（ｂ）に示す熱電
変換素子２０Ｂでは、導電性ナノ構造体１２が第１電極３Ａと第２電極３Ｂとを結ぶ方向
において、第２電極３Ｂから遠い側の第１電極３Ａの近傍に配置している点が異なる。
【００５２】
　プラズモニック構造体である導電性ナノ構造体で発生した局所熱は熱伝導率が高い媒体
の方へ伝搬しやすい。そこで、図３に示した構成のように、熱電変換膜以外に導電性ナノ
構造体に接する媒体がある場合（図３に示す構成では、空気。その他、基板など）、熱電
と接する媒体（ガラス基板や空気など）には、その媒体が熱電変換膜の材料よりも熱伝導
率が低いものとなるように、デバイス設計をすると、発生したプラズモン局所熱の多くが
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熱電変換に伝搬し、熱電変換に寄与する。
【００５３】
　本実施形態の熱電変換素子では、光検出機能が、電極、熱電変換膜、および導電性ナノ
構造体の配置の設計に制限されないため、設計自由度の高い素子を開発できる。導電性ナ
ノ構造体のみが光照射を受けられる自由空間に存在し、そしてそこに光が照射していれば
、残りの部分を所定の部材に埋め込まれている構成とした場合でも、光検出を行うことが
可能である。
【００５４】
　図４（ａ）及び図４（ｂ）に示す熱電変換素子３０ＡＡ、３０ＢＢはそれぞれ、図３（
ａ）、図３（ｂ）に対応する構成であり、図３（ａ）、図３（ｂ）に示した熱電変換素子
３０Ａ、３０Ｂとの違いは、熱電変換膜１と基板５との間に断熱層６を備える点である。
【００５５】
　導電性ナノ構造体１２からなるプラズモニック構造を熱伝導率の低い断熱層６上に形成
し、その上に熱電変換膜を形成する構成とすることにより、プラズモン局所熱が効率的に
熱電材料に与えられるようにすることができる。
　断熱層６としては、ポリマー、多孔質材料等の熱伝導率の低い材料のものを用いること
ができる。ポリマーとしては、ポリエチレン・ポリプロピレン・ポリスチレン・ポリ塩化
ビニル・ポリカーボネート・ＡＳ樹脂・エポキシ樹脂・ポリウレタン樹脂など、熱伝導率
が低いポリマー材料を例示できる。また、多孔質膜材料としては、多孔質アルミナ・多孔
質シリカ・多孔質チタニアなどを例示できる。
　熱伝導率が低ければ無機・有機材料の種別は問わない。
【００５６】
　図５は、本発明の他の実施形態にかかる熱電変換素子を模式的に示した斜視図である。
上記実施形態と同じ符号を用いた部材は同じ構成を有するものであり、説明を省略するこ
とがある。また、上記実施形態と符号が異なっていても機能が同じ部材については説明を
省略する場合がある。
【００５７】
　図５（ａ）に示す熱電変換素子３０Ａは、熱電変換膜１と、熱電変換膜１の一部の内部
に配設された導電性ナノ構造体１２Ａと、所定の間隔で離間して配置し、熱電変換膜１で
発生した電流又は電圧を取り出す一対の電極３Ａ、３Ｂ（以下、符号３Ａを第１電極、符
号３Ｂを第２電極と称する場合がある）とを備え、一対の電極３Ａ、３Ｂは熱電変換膜１
の一方の面１Ａ上に設けられ、導電性ナノ構造体１２Ａが一対の電極３Ａ、３Ｂのうちの
第１電極３Ａ寄りに配置している。
【００５８】
　図５（ａ）に示す熱電変換素子３０Ａでは、導電性ナノ構造体１２Ａは第１電極３Ａと
第２電極３Ｂとの間の第１電極３Ａ寄りに配置しているのに対して、図５（ｂ）に示す熱
電変換素子３０Ｂでは、導電性ナノ構造体１２Ａが第１電極３Ａと第２電極３Ｂとを結ぶ
方向において、第２電極３Ｂから遠い側の第１電極３Ａの近傍に配置している点が異なる
。
【００５９】
　プラズモニック構造である導電性ナノ構造体を熱電変換膜内に埋没するように形成する
場合、形成した熱電変換材料層上に導電性ナノ構造体を形成し、さらに溶液塗布・スパッ
タ・蒸着などの手法により導電性ナノ構造体を挟み込むように熱電変換材料層を形成して
デバイスを作製することができる。この場合、プラズモニック構造の光吸収を著しく妨げ
ない程度、厚み数ｎｍから数μｍ程度の範囲の熱電変換材料層を、プラズモニック構造上
に形成するとよい。
【００６０】
　本実施形態の熱電変換素子では、光検出機能が、電極、熱電変換膜、および導電性ナノ
構造体の配置の設計に制限されないため、設計自由度の高い素子を開発できる。導電性ナ
ノ構造体のみが光照射を受けられる自由空間に存在し、そしてそこに光が照射していれば
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、残りの部分を所定の部材に埋め込まれている構成とした場合でも、光検出を行うことが
可能である。
【００６１】
　図６は、本発明の他の実施形態にかかる熱電変換素子を模式的に示した斜視図である。
上記実施形態と同じ符号を用いた部材は同じ構成を有するものであり、説明を省略するこ
とがある。また、上記実施形態と符号が異なっていても機能が同じ部材については説明を
省略する場合がある。
【００６２】
　図６（ａ）に示す熱電変換素子４０Ａは、熱電変換膜１と、熱電変換膜１の一部の表面
１Ａに配設された導電性ナノ構造体１２と、所定の間隔で離間して配置し、熱電変換膜１
で発生した電流又は電圧を取り出す一対の電極１３Ａ、１３Ｂ（以下、符号１３Ａを第１
電極、符号１３Ｂを第２電極と称する場合がある）とを備え、一対の電極１３Ａ、１３Ｂ
はそれぞれ、熱電変換膜１の異なる面１Ａ、１Ｂ上に設けられ、導電性ナノ構造体１２が
一対の電極１３Ａ、１３Ｂのうちの第１電極１３Ａ寄りに配置している。
　導電性ナノ構造体１２が配置する熱発生部と第１電極１３Ａとの間の距離と、導電性ナ
ノ構造体１２が配置する熱発生部と第２電極１３Ｂとの間の距離とが非対称になっている
ので、電極間に電圧が発生または電流が流れ得る。
【００６３】
　第１電極１３Ａ及び第２電極１３Ｂとしては公知の電極材料のものを用いることができ
る。
【００６４】
　図６（ａ）に示す熱電変換素子４０Ａでは、熱電変換膜１の膜面に直交する方向から平
面視したときに、導電性ナノ構造体１２Ａは第１電極１３Ａと第２電極１３Ｂとの間の第
１電極１３Ａ寄りに配置しているのに対して、図６（ｂ）に示す熱電変換素子４０Ｂでは
、導電性ナノ構造体１２Ａが第１電極１３Ａと第２電極１３Ｂとを結ぶ方向において、第
２電極１３Ｂから遠い側の第１電極１３Ａの近傍に配置している点が異なる。また、図６
（ｃ）に示す熱電変換素子４０Ｃでは、熱電変換膜１の膜面に直交する方向から平面視し
たときに、第１電極１３Ａと第２電極１３Ｂとは重なるように配置する点が、図６（ａ）
に示す熱電変換素子４０Ａと異なる。
【００６５】
　図６（ａ）～（ｃ）に示した熱電変換素子では、導電性ナノ構造体は熱電変換膜１の一
部の一面上に設けたが、熱電変換膜１の一部の内部に設けてもよい。
【００６６】
　本実施形態の熱電変換素子では、例えば、フレキシブルな熱電変換素子とすることによ
って、曲面や人体に装着できるウェアラブルな素子となる。この場合、装着する面の平面
性や曲面性に左右されずに素子を活用できる。
【００６７】
　図７は、本発明の他の実施形態にかかる熱電変換素子を模式的に示した斜視図である。
上記実施形態と同じ符号を用いた部材は同じ構成を有するものであり、説明を省略するこ
とがある。また、上記実施形態と符号が異なっていても機能が同じ部材については説明を
省略する場合がある。
【００６８】
　図７（ａ）に示す熱電変換素子５０Ａは、熱電変換膜１と、熱電変換膜１の一部の表面
１Ａに配設された導電性ナノ構造体１２と、熱電変換膜１を挟むように、熱電変換膜１の
第１面及び第２面のそれぞれに設けられ、熱電変換膜１で発生した電流又は電圧を取り出
す一対の電極の電極２３Ａ、２３Ｂ（以下、符号２３Ａを第１電極、符号２３Ｂを第２電
極と称する場合がある）と、熱電変換膜１の第１面側に配設された導電性ナノ構造体１２
と、を備える。導電性ナノ構造体１２の配置についてより詳細に述べると、第１電極２３
Ａ上に配置している。
　なお、図７では、使用例として、第１電極及び第２電極につながる配線と負荷も図示し
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ている。
【００６９】
　図７（ａ）に示す熱電変換素子５０Ａでは、光照射により導電性ナノ構造体１２でプラ
ズモン共鳴時に発生した局所熱は、第１電極２３Ａを介して熱電変換膜１の第１面側に伝
わり、熱電変換膜１の第１面側と第２面側との間に温度差を作り出し、熱電変換膜１の第
１面と第２面との間に起電力を生ぜしめる。
【００７０】
　図７（ａ）に示す熱電変換素子５０Ａでは、導電性ナノ構造体１２は第１電極２３Ａ上
に配置しているのに対して、図７（ｂ）に示す熱電変換素子５０Ｂでは、導電性ナノ構造
体１２Ａは熱電変換膜１の内部に配置し、光が照射される側の第１電極２３Ａａが透明電
極である点が異なる。第１電極２３Ａａは透明電極として公知の材料のものを用いること
ができる。
【００７１】
　図７（ｂ）に示す熱電変換素子５０Ｂでは、導電性ナノ構造体１２Ａが配置する熱発生
部と第１電極２３Ａａとの間の距離と、導電性ナノ構造体１２Ａが配置する熱発生部と第
２電極２３Ｂとの間の距離とが非対称になっているので、電極間に電圧が発生または電流
が流れ得る。
【００７２】
　図７（ａ）及び図７（ｂ）に示した熱電変換素子は、熱電変換膜１の膜面に直交する方
向から平面視したときに、第１電極、熱電変換膜及び第２電極が完全に重なっているが、
それらのいずれかが平面視の大きさが異なって、重ならない部分がある構成であってもよ
い。
【００７３】
　本実施形態の熱電変換素子では、細長状の熱電変換素子とすることができるため、光検
出部（面）の高密度集積化が可能になる。例えば、検出する光源に対向して、異なるプラ
ズモン共鳴波長の複数の熱電変換素子を並べて、異なる波長の光を検出する光検出器とす
ることができる。
【００７４】
　図８は、本発明の他の実施形態にかかる熱電変換素子を模式的に示した斜視図である。
上記実施形態と同じ符号を用いた部材は同じ構成を有するものであり、説明を省略するこ
とがある。また、上記実施形態と符号が異なっていても機能が同じ部材については説明を
省略する場合がある。
【００７５】
　図８（ａ）に示す熱電変換素子６０Ａは、熱電変換材１１と、熱電変換材１１を挟むよ
うに、熱電変換材１１の第１端面１１ａ及び第２端面１１ｂのそれぞれに設けられ、熱電
変換材１１で発生した熱を電流又は電圧として取り出すための一対の電極３３Ａ，３３Ｂ
（以下、符号３３Ａを第１電極、符号３３Ｂを第２電極と称する場合がある）と、熱電変
換材１１の第１端面１１ａ側に配設された導電性ナノ構造体１２と、を備えている。
　導電性ナノ構造体１２の配置についてより詳細に述べると、熱電変換材１１の第１端面
１１ａに配設し、その上に導電性ナノ構造体１２を覆うように第１端面１１ａ上に透明電
極である第１電極３３Ａが形成されている。導電性ナノ構造体１２は第１端面１１ａに接
していてもいなくてもよい。第１電極３３Ａは透明電極として公知の材料のものを用いる
ことができる。
　なお、図８では、使用例として、第１電極及び第２電極につながる配線と負荷も図示し
ている。
【００７６】
　図８（ａ）に示す熱電変換素子６０Ａでは、導電性ナノ構造体１２Ａは熱電変換材１１
の外に配置しているが、熱電変換材１１の内部の第１端面１１ａ寄り（あるいは、第１電
極３３Ａａ寄り）の位置に配置してもよい。この場合、導電性ナノ構造体１２Ａの第１端
面１１ａからの深さ位置は、照射される光が届く程度である必要がある。
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　導電性ナノ構造体１２Ａが熱電変換材１１内において第１端面１１ａ寄りに配置するこ
とにより、導電性ナノ構造体１２Ａが配置する熱発生部と第１電極３３Ａａとの間の距離
と、導電性ナノ構造体１２Ａが配置する熱発生部と第２電極３３Ｂとの間の距離とが非対
称になり、電極間に電圧が発生または電流が流れ得る。
【００７７】
＜熱電変換材＞
　熱電変換材の材料としては、上述の熱電変換膜の材料と同じものを用いることができる
。
　熱電変換材は、端面に電極を形成できる形状のものであれば、その形状に制限はない。
バルク形状のものとして、図８に示す丸棒（丸ロッド）状や円以外の断面を有する棒状、
板状、柱状のものなどを例示できる。
【００７８】
　図８（ａ）に示す熱電変換素子６０Ａでは、導電性ナノ構造体１２Ａが熱電変換材１１
の第１端面１１ａ上あるいは第１電極３３Ａａ内に配置しているのに対して、図８（ｂ）
に示す熱電変換素子６０Ｂでは、導電性ナノ構造体１２が第１電極３３Ａａ上に配置して
いる点が異なる。
　図８（ｂ）では、第１電極を透明電極としているが、透明電極でも金属電極でもどちら
でもよい。
【００７９】
　また、図８（ｃ）に示す熱電変換素子６０Ｃでは、第１電極３３Ａ上に他の層７を挟ん
でその層７の上に導電性ナノ構造体１２が形成されている点で、図８（ａ）に示す熱電変
換素子６０Ａと異なる。他の層７としては、熱伝導率が高い材料からなるのが好ましい。
具体的には、金属・カーボン素材（カーボンナノチューブや人工黒鉛など）・シリコン・
水晶・ガラスなどを例示できる。
【００８０】
　本実施形態の熱電変換素子では、電流検出部が光入射面の奥行き方向に設置されるため
、光検出部（面）の高密度集積化が可能になる。例えば、検出する光源に対向する平面に
複数ピクセルが配置する多眼センサすなわち、本実施形態の熱電変換素子が複数並んで配
置する多眼センサとすることができる。
【００８１】
　図９は、本発明の他の実施形態にかかる熱電変換素子を模式的に示した斜視図である。
上記実施形態と同じ符号を用いた部材は同じ構成を有するものであり、説明を省略するこ
とがある。また、上記実施形態と符号が異なっていても機能が同じ部材については説明を
省略する場合がある。
【００８２】
　図９（ａ）に示す熱電変換素子７０Ａは、長軸が並んで配置する複数の丸棒状の熱電変
換材２１Ａ、２１Ｂ、・・・と、熱電変換材２１Ａ、２１Ｂ、・・・を挟むように、熱電
変換材２１Ａ、２１Ｂ、・・・の第１端面２１Ａａ、２１Ｂａ、・・・及び第２端面２１
Ａｂ、２１Ｂｂ、・・・のそれぞれに設けられ、熱電変換材２１Ａ、２１Ｂ、・・・で発
生した熱を電流又は電圧として取り出すための一対の電極４３Ａ，４３Ｂ（以下、符号４
３Ａを第１電極、符号４３Ｂを第２電極と称する場合がある）と、熱電変換材２１Ａ、２
１Ｂ、・・・の第１端面２１Ａａ、２１Ｂａ、・・・側に配設された導電性ナノ構造体１
２と、を備えている。
　図９（ａ）に示す熱電変換素子７０Ａでは、複数の丸棒状の熱電変換材２１Ａ、２１Ｂ
、・・・は絶縁材料層２２に分散して配置する構成であり、熱電変換材２１Ａ、２１Ｂ、
・・・の第１端面２１Ａａ、２１Ｂａ、・・・、及び、絶縁材料層２２の第１端面２２ａ
上に、複数の導電性ナノ構造体１２が離間して配置され、複数の導電性ナノ構造体１２を
覆うように、透明電極である第１電極４３Ａが形成されている。
【００８３】
　丸棒状の熱電変換材２１Ａ、２１Ｂ、・・・はそれぞれ、筒状部材に熱電変換材料を充
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填したものであってもよい。
【００８４】
　図９（ａ）に示す熱電変換素子７０Ａでは、複数の導電性ナノ構造体１２が熱電変換材
２１Ａ、２１Ｂ、・・・の第１端面２１Ａａ、２１Ｂａ、・・・以外に、絶縁材料層２２
の第１端面２２ａ上にも配設されている構成であったのに対して、図９（ｂ）に示す熱電
変換素子７０Ｂでは、導電性ナノ構造体１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ、１２ｅ，１２
ｆがそれぞれ、熱電変換材２１Ａ、２１Ｂ、・・・の第１端面２１Ａａ、２１Ｂａ、・・
・上にのみ配設され、絶縁材料層２２の第１端面２２ａ上には配設されていない点が異な
る。熱電変換材２１Ａ、２１Ｂ、・・・の第１端面２１Ａａ、２１Ｂａ、・・・のそれぞ
れに配設された導電性ナノ構造体１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ、１２ｅ，１２ｆにつ
いて、互いにプラズモン共鳴波長が異なるようにサイズや形状を制御したものを用いるこ
とによって、異なる波長の光を検出するものとすることができる。
【００８５】
　図９（ａ）及び（ｂ）に示す熱電変換素子において、各熱電変換素子要素について、図
８（ａ）～（ｃ）のいずれかの構成を採用することができる。
【００８６】
　図９（ｂ）に示す熱電変換素子においては、複数の丸棒状の熱電変換材を備え、各熱電
変換材ごとに異なるプラズモン共鳴波長を有する導電性ナノ構造体を備える構成とするこ
とで異なる波長の光を検出可能としたが、図１０に示す熱電変換素子１００のように、複
数の熱電変換膜３１ａ、３１ｂ、３１ｃを備え、各熱電変換膜ごとに異なるプラズモン共
鳴波長を有する導電性ナノ構造体を備える構成とすることで同様に、異なる波長の光が検
出可能となる。
【００８７】
　図１１は、本発明の一実施形態にかかる熱電変換素子２００を模式的に示した断面図で
ある。上記実施形態と同じ符号を用いた部材は同じ構成を有するものであり、説明を省略
することがある。また、上記実施形態と符号が異なっていても機能が同じ部材については
説明を省略する場合がある。
【００８８】
　熱電変換素子２００は、熱電変換膜２０１と、熱電変換膜２０１の一部の内部又は表面
に配設された導電性ナノ構造体２０２と、導電性ナノ構造体２０２と共に、熱電変換膜２
０１を挟み込むように配置する金属薄膜２０４と、からなる完全吸収メタマテリアル構造
２００を備えている。
　導電性ナノ構造体２０２及び金属薄膜２０４は、電極として用いることもできる。
【００８９】
　本明細書において、完全吸収とは、８０％以上の光吸収特性を有することをいうものと
する。メタマテリアル完全吸収構造とは、入射光を８０％以上の光を閉じ込めることがで
きるものである。
【００９０】
　熱電変換素子２００において、メタマテリアル完全吸収構造は入射光を１００％近く閉
じ込めることができ、導電性ナノ構造体２０２と金属薄膜２０４との間に高い熱が生じる
。
　そのため、導電性ナノ構造体２０２と金属薄膜２０４との間に挟まれた熱電変換膜の一
端が加熱されて温度差が生じ、ゼーベック効果によって熱電変換素子の両端間には起電力
が発生する。
　熱電変換素子２００は、導電性ナノ構造体のプラズモン共鳴時に発生する局所熱を動力
源として機能する熱電変換素子である。
　熱電変換素子２００は、実際の使用の際に、従来の熱電変換素子あるいは熱電変換モジ
ュールが備えている高温部や低温部、高温熱源や低温熱源を必要としない。
【００９１】
＜金属薄膜＞
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　金属薄膜２０４の材料としては、特に限定するものではないが、金・銀・銅・白金・ア
ルミニウムなどの金属を挙げることができる。
　金属薄膜２０４を電極としても用いる場合には、金属平板電極ということがある。
【００９２】
　金属薄膜２０４はその表面は平坦な膜あるいは平板であることが好ましいが、メタマテ
リアル完全吸収構造を形成できれば、それに限定されない。
【００９３】
　金属薄膜２０４の膜厚としては、特に限定するものではないが、目安を例示すると、数
ｎｍ～数１００ｎｍである。
【００９４】
　メタマテリアル完全吸収構造の金属薄膜は、電極としても機能するため、熱電変換素子
に新たに電極を形成する必要はない。
【００９５】
　図１２に、メタマテリアル完全吸収構造を一端に有する本発明の熱電変換素子の概念図
を示す。
　光照射は、メタマテリアル完全吸収構造の導電性ナノ構造体の表面に行われる。完全吸
収特性の励起により、メタマテリアル完全吸収構造の金属薄膜（金属平板電極）と導電性
ナノ構造体との間に入射光が閉じ込められ、高い熱が発生する。熱電変換素子の両端には
温度差が生じ、両端にそれぞれ配置する電極間には起電力が生じる。
【００９６】
　本実施形態の熱電変換素子では基板は必須ではないが、上述の基板を用いることができ
る。また、フレキシブルな基板を用いて、図１２に示したような熱電変換素子とすること
もできる（図中に基板は不図示）。
【００９７】
　メタマテリアル完全吸収構造は、特にQ値の高いプラズモン４重極子モードを励起する
。４重極子モードは狭帯域で寿命が長く、局所熱の元となる熱電子の発生効率が高いこと
で知られる。そのため、他の単純なプラズモニック構造と比較し、より大きな局所熱が生
成し、かつ、熱電変換膜への熱電子注入機構の効率も高くなるため、4重極子モードが励
起される金属薄膜（金属平板電極）と導電性ナノ構造体との間に熱電変換膜が挿入される
ことが重要である。4重極子モードによって、熱電子の注入および局所熱の熱電素子への
伝搬が、効率よく行われるためである。
【００９８】
　図１３に、基板上に、本発明のメタマテリアル完全吸収構造の一例として金属ナノ構造
体－熱電変換膜－金属平板電極の構造を配設した構成を示す。
　図１３（ａ）は、基板上に金属平板電極、熱電変換膜、金属ナノ構造体を順に形成した
構成であり、基板のメタマテリアル完全吸収構造を形成した側から光照射を行った場合を
示す断面模式図であり、図１３（ｂ）は、基板上に金属ナノ構造体、熱電変換膜、金属平
板電極を順に形成した構成であり、基板の下方から光照射を行った場合を示す断面模式図
である。図１３（ｂ）の場合は、基板としては透明性が高いものを用いることが好ましい
。
　金属ナノ構造体が基板上に作製され、基板下部から光照射する場合が考えられる。金属
ナノ構造体が応答波長を決定するため、光照射は必ず、金属ナノ構造体側より行う。
【００９９】
　導電性ナノ構造体（例えば、金属ナノ構造体）のサイズと形状の適切な設計により、紫
外から赤外域まで、幅広い波長域から応答波長を選択できる。
【０１００】
（光検出器）
　本発明の光検出器は、本発明の熱電変換素子を備えたものである。
　すなわち、本発明の光検出器は、導電性ナノ構造体が有するプラズモン共鳴波長の光を
検出する光検出器である。
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【０１０１】
（画像素子）
　本発明の画像素子は、本発明の熱電変換素子を備えたものである。
　すなわち、本発明の画像素子は、導電性ナノ構造体が有するプラズモン共鳴波長の光に
反応する画像素子（イメージセンサ）である。
【０１０２】
（光熱電変換素子）
　本発明の光熱電変換素子は、本発明の熱電変換素子を備えたものである。
　すなわち、本発明の光熱電変換素子は、導電性ナノ構造体が有するプラズモン共鳴波長
を例えば、太陽光の波長になるように設計して、太陽光のプラズモン共鳴吸収により発生
した熱を利用して電気エネルギーを取り出す光熱電変換素子である。
【０１０３】
　以上、本発明の実施形態について図面を参照して詳述したが、各実施形態における各構
成及びそれらの組み合わせ等は一例であり、本発明の効果を奏する範囲内で、構成の付加
、省略、置換、及びその他の変更が可能である。
【実施例】
【０１０４】
　以下、実施例を示して本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれらによって限定
されるものではない。
【０１０５】
〔実施例１〕
（熱電変換素子サンプルの作製）
１．導電性ナノ構造体の形成
　ガラス基板を洗浄して乾燥後、プラズマ処理装置内でプラズマ洗浄処理を行った。その
後、ガラス基板に電子線レジストＺＥＰ５２０Ａ（日本ゼオン株式会社製）を０．１ｍｌ
滴下し、スピンコート膜を形成した。得られた基板を電子線描画装置に入れ、それぞれ縦
６０ｎｍ×横１５０ｎｍのナノ構造体（約３６００万個）の描画パターンを基板の一端部
に描画した。
　電子線描画装置から基板を取り出し、現像液に浸した後、基板を真空蒸着装置に入れ、
銀を４０ｎｍ蒸着して、描画パターン上に銀ナノロッド構造体群を形成した。次いで、基
板を真空蒸着装置から取り出し、アニソールに浸しレジストを剥離した。次いで、基板を
アセトンに浸して超音波をかけた後、純水に浸し、ブロアーで乾かした。
２．熱電変換膜の形成
　ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳにエチレングリコールを３ｖ％添加し、作製した銀ナノロッド構造
体群に、調製したＰＥＤＯＴ：ＰＳＳを０．１ｍｌ滴下し、スピンコートを行った。次い
で、基板を加熱して、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ膜を形成した。
３．電極の形成
　基板両端に幅２ｍｍの銀を蒸着し、銀電極を形成した。
　図１４は、得られた熱電変換素子サンプルを模式的に示した斜視図である。
【０１０６】
　得られた熱電変換素子サンプルを用いて、銀ナノロッドの短軸偏光及び長軸偏光の単色
光照射下でＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ薄膜中に発生した電流値を測定した。
　図１５（ａ）、（ｂ）のそれぞれに、短軸偏光の単色光照射下の測定結果、長軸偏光の
単色光照射下の測定結果を示す。それぞれのグラフにおいて、横軸は波長（ｎｍ）、左側
縦軸は電流（μＡ）、右側縦軸は銀ナノロッドの透過率である。
　なお、左側縦軸の電流（μＡ）は、自然電位で流れている電流に対して逆方向に、プラ
ズモン励起起因の電流が流れ得るため、４２０ｎｍの単色光での電流値をゼロとしてそれ
に対する相対電流として示した。測定は、４００ｎｍ～９００ｎｍで２０ｎｍ間隔の波長
の光を用いた。
【０１０７】
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　測定は、光強度が１０ｍＷ／ｃｍ２の単色光を振って、各単色光（図４中の+印）ごと
に銀ナノロッド構造体群に光照射してＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ薄膜に流れた電流を測定したも
のである。
【０１０８】
　顕微分光装置により得た透過スペクトルに基づくと、作製した銀ナノロッド構造体の短
軸方向のプラズモン共鳴波長は６２３ｎｍであり、また、長軸方向のプラズモン共鳴波長
は９００ｎｍであった。　
　一方、短軸偏光の光照射では図１５（ａ）のグラフが示す通り、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ薄
膜中に生じた電流値は、波長６００ｎｍで最大となり、また、長軸偏光の光照射では図１
５（ｂ）のグラフが示す通り、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ薄膜中に生じた電流値は、波長９００
ｎｍで最大となり、銀ナノロッド構造体群の銀ナノロッド構造体を含まないＰＥＤＯＴ：
ＰＳＳ薄膜では、電流が検出されなかったことから、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ薄膜中に生じた
電流は銀ナノロッド構造体のプラズモンが誘起したものであることがわかる。
　また、図１５のグラフが示す通り、得られた電流値の波長依存性は、銀ナノロッドの透
過スペクトルと類似する挙動を示した。
【０１０９】
〔実施例２〕
　実施例２の熱電変換素子サンプルは、熱電変換膜の形成工程において、エチレングリコ
ールを混合せず、かつ、ＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ膜厚が１８０ｎｍになるようにスピンコート
スピードを調整した以外は、実施例１と同様な方法で作製した。
【０１１０】
　図１６（ａ）に、図１５（ａ）と同様の測定を行った後、その測定結果に基づいて算出
された外部量子効率（ＥＱＥ）の波長依存性を示すグラフ、図１６（ｂ）に、図１５（ｂ
）と同様の測定を行った後、その測定結果に基づいて算出された外部量子効率（ＥＱＥ）
の波長依存性を示すグラフを示す。
　図１６（ａ）及び図１６（ｂ）において、横軸は波長であり、左側縦軸は外部量子効率
であり、右側縦軸は消失率である。
【０１１１】
　図１６（ａ）に基づくと、外部量子効率の最大値は短軸方向のプラズモン共鳴波長にお
いて１．０６×１０－３％であった。
【０１１２】
　実施例１及び実施例２は、銀ナノロッド構造体群がＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ膜の内部に配置
する構成であったが、銀ナノロッド構造体群をＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ膜の表面に形成した構
成について、同様に短軸方向のプラズモン共鳴波長における外部量子効率の最大値を得た
ところ、１．８２×１０－２％であり、上述の例よりも一桁大きかった。
　さらにまた、熱電変換膜としてＰＥＤＯＴ：ＰＳＳ膜に変えて、Ｂｉ２Ｔｅ３膜を用い
て、銀ナノロッド構造体群をそのＢｉ２Ｔｅ３膜の表面に形成した構成について、同様に
短軸方向のプラズモン共鳴波長における外部量子効率の最大値を得たところ、１．１６％
であり、さらに二桁大きかった。
【符号の説明】
【０１１３】
　１、　熱電変換膜
　１１、２１Ａ　熱電変換材
　２、１２、１２Ａ、１２ａ、１２ｂ、１２ｃ、１２ｄ、１２ｅ、１２ｆ　導電性ナノ構
造体
　３Ａ、３Ｂ、１３Ａ、１３Ｂ、２３Ａ、２３Ａａ、２３Ｂ、３３Ａ、３３Ａａ、３３Ｂ
、４３Ａ、４３Ｂ　電極
　５　基板
　６　断熱層
　１０、３０Ａ、３０Ｂ、３０ＡＡ、３０ＢＢ、４０Ａ、４０Ｂ、４０Ｃ、５０Ａ、５０
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Ｂ、６０Ａ、６０Ｂ、６０Ｃ、７０Ａ、７０Ｂ、１００、２００　熱電変換素子
　２０１　熱電変換膜
　２０２　導電性ナノ構造体
　２０４　金属薄膜
　２２０　完全吸収メタマテリアル構造
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